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｢特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(第５次基本方針)｣に

係る取組について 

平成２８年２月２２日 

商 務 流 通 保 安 Ｇ 

 鉱山・火薬類監理官付 

 

１．第５次基本方針の概要 

○金属鉱業等鉱害対策特別措置法（以下「特措法」という）第４条に基づき、経済産業

大臣は「基本方針」を定めることとされている。

○これまで１０年ごとに４回に亘り基本方針を制定してきており、「第５次基本方針」が

平成２５年度に制定されたところ（期間：平成２５～３４年度）。 

○第５次基本方針の概要は以下のとおり。 

鉱害防止残存工事の早期完了 

坑廃水処理の終了、更なるコストの削減 

排水基準規制強化への対応 

中和殿物の減容化及び殿物集積場の確保 

耐震対策等リスク対応 

坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応 

 

２．第５次基本方針に係るこれまでの取組み 

（１）鉱害防止残存工事の早期完了について 

○集積場の安定化対策工事費用を中心に鉱害防止工事の推進を図り、同工事の早期完了

に向け対策を推進している。 

○具体的には、第５次基本方針の期間中の総事業費６５億円のうち、これまで以下のと

おり７．４億円の工事のために補助金ベースで５．６億円を交付。 

２５年度    ：２３９百万円（補助金１７９百万円）

２６年度    ： ５３百万円（補助金 ４０百万円） 

２６年度(補正) ：２４８百万円（補助金１８６百万円）

２７年度    ：２００百万円（補助金１５０百万円） 

合     計 ：７４０百万円（補助金５５５百万円）

※いずれも交付決定額。また、上記の鉱害防止残存工事には、緊急的な工事を含む。 

○また、鉱害防止工事の効率化の観点及び補助金の更なる適切な執行を図る観点から、

新規に実施する工事の計画・内容、費用対効果等に関し外部有識者による事前評価を

開始した。 

＜例：尾花沢鉱山及び小山鉱山＞ 

集積場の安定化対策工事について、産業保安監督部に事前評価検討会を設置して、工事内容、効果等の
評価を実施。 

○今後、新規に実施する鉱害防止工事についても、同様の取り組みを行う予定。 

 

資料３ 
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（２）坑廃水処理の終了、更なる坑廃水処理コストの削減について 

○義務者不存在鉱山２３鉱山及び義務者存在鉱山４８鉱山に対し「休廃止鉱山等鉱害防

止費補助金」を交付し、坑廃水処理事業によって重金属を除去することにより、人の

健康の保護及び生活環境の保全を図った。 

２５年度：１,７３６百万円

２６年度：１,８４０百万円

２７年度：１,７４８百万円

※いずれも補助金交付決定額。 

 

○また、第５次基本方針を踏まえ、新たな坑廃水処理技術として、自然浄化能力を活用

した「パッシブトリートメント」の実証試験等を実施中。 

＜休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究事業＞ 

期 間：２５～２６年度 

場 所：本庫鉱山(北海道) 

事業費：４８百万円（２５、２６年度の合計） 

○本事業では、鉱山のほぼ全量（処理量０．２ｍ３/分）の坑廃水を人工湿地に流入させ

て試験を実施した。現在も運用中であり重金属除去やｐＨ改善について引き続き良好

な結果が得られている。 

＜植物利用型坑廃水浄化技術等基礎調査事業＞ 

期 間：２７年度～２９年度（予定） 

受託者：ＤＯＷＡエコシステム 

事業費：３百万円／年（平成２７年度） 

本事業では、植物が有する重金属吸着性や蓄積性に着目し、坑廃水中の重金属の除

去能力、酸性坑廃水への耐性及び費用対効果等を検討するための基礎試験を実施す

る。 

○選定した植物（ヒョウタンゴケ）及びモデル坑廃水を用いて、栽培試験や金属蓄積性

の調査、回収システム等の検討を行い、坑廃水の処理コスト削減策としての植物利用

の適用可能性を検討する。 

○今後は、これらの事業等のデータや成果も活用し、パッシブトリートメント手法の国

内他鉱山への適用を進め、適用可能な鉱山について坑廃水中和処理の終了やコスト削

減を目指す 

 

（３）排水基準等の規制強化への対応について 

①カドミウム 

○概要 

平成２６年１１月に「排水基準を定める省令」が公布され、カドミウムの排水基準が０．１

mg/Lから０．０３mg/Lに改正された（１２月１日施行）。金属鉱業に係る暫定排水基準の適用

期限が本年１１月末となっており、今後の推移を見守っていく。 
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○暫定基準 

金属鉱業等は、実態や排水処理技術を勘案し、暫定基準値が適用されている。 

業  種 暫定基準値 適用期間 

金属鉱業 ０.０８ｍｇ/L 
２年間 

（平成28年11月末）

非鉄金属第１次製錬・精製業、非鉄金属第２

次製錬・精製業（亜鉛に係るものに限る） 
０.０９ｍｇ/L 

３年間 

（平成29年11月末）

○排水基準の改正を踏まえ、鉱業権者等の基準遵守状況に関し産業保安監督部による適

切な指導・監督を実施する。 

②亜鉛 

 ○概要 

平成２３年１０月に「水質汚濁防止法施行規則などの一部を改正する省令」が公布さ

れ、金属鉱業について、亜鉛の暫定排水基準が適用（２．０mg/L⇒５．０mg/L）された

（１２月１１日施行）。金属鉱業に係る暫定排水基準の適用期限が本年１２月１０日と

なっており、今後の推移を見守っていく。 

 ○暫定基準 

金属鉱業は、実態や排水処理技術を勘案し、暫定基準値が適用されている。 

業  種 暫定基準値 適用期間 

金属鉱業 ５.０ｍｇ/L 
５年間 

（平成 28 年 12 月 10 日）

○排水基準の改正を踏まえ、鉱業権者等の基準遵守状況に関し産業保安監督部による適

切な指導・監督を実施する。 

 

（４）中和殿物の減容化及び殿物集積場の確保について 

○パッシブトリートメント手法の活用も含め、坑廃水処理により発生する中和殿物の削

減を可能とする新技術の導入検討、適用可能性等について引き続き検討する。 

○一部の鉱山において行われている殿物の有効利用等の更なる情報提供に努め、坑廃水

処理事業者に殿物処理費の削減を促す。特に現在、一部の鉱山から発生する中和殿物

について工業原料として活用が模索されており、このような取り組みへのバックアッ

プを図っていく。 

 

（５）耐震対策等リスク対応について 

○平成２３年に発生した東日本大震災により、３ヶ所の集積場で集積物の流出事故が発

生(いずれも内盛り式スライム集積場)。これを踏まえ、平成２４年に技術指針（鉱業

上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針(内規））の改正を実施し、レ

ベル２耐震評価を導入。 
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○上記改正を踏まえ、当省は、産業保安監督部を通じ、鉱業権者に対して集積場の技術

指針への適合性の調査を指示。また、義務者不存在鉱山に対しては、国が適合性の調

査を実施。 

○調査の結果、耐震安定性に問題があることが判明した集積場については、鉱業権者に

対して対策工事等を指示するとともに、義務者不存在鉱山については、地方公共団体

に対し休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金による財政支援を行う等対策工事を進めて

いるところ。 

 

（６）坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応について 

○平成２６年２月の中央鉱山保安協議会での審議を踏まえ、同年６月に鉱山保安法施行

規則第４３条を改正し、「坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業に係る選任をすると

きは、産業保安監督部長が同作業に関し現行資格を有する者と同等以上と認めた者か

ら選任することができる規定」を新たに追加し、民間団体が実施する資格制度（一般

財団法人休廃止鉱山資格認定協会が行う資格認定講習修了試験）を対象に加えた。 

○本制度の活用により、平成２８年１月末時点で１３名を作業監督者として選任。 

○今後、休日の坑廃水処理設備の自動運転化を図る一方、作業員不在時の設備異常等に

対応するため、遠方監視装置の整備等のバックアップ機能の導入を図ることにより、

坑廃水処理の省力化を進める予定。 

 


